
現行の取扱い 考えられる課題等 手引頁 方向性 改正

(1)
ホームページ上
での公開

ホームページ上での
公開は行っていな
い。（収支報告の状
況一覧表のみホーム
ページ上で公開して
いる）

・令和２年度中に公開
予定も含め、20都府県
がHP公開。
・本県では証拠書類の
枚数が約５万枚と全国
で最も多く、事務処理
に時間と労力を要す
る。
・公開するためのサー
バーを構築する必要が
ある。
・予算や必要な職員数
を確保する必要があ
る。

76

今後、公開に当たっ
ての諸課題を整理し、
令和６年度（令和５年
度交付分）までには
ホームページ上での
公開を実施する。

条例,
規程

(2)

閲覧制度による
公開（情報公開
請求を不要とす
る）

情報公開請求制度に
よる公開

情報公開請求制度によ
る公開では、請求が
あった日から起算して
15日以内に諾否決定
することになっており、
請求者にとって時間と
手間を要している。

72

即日閲覧できるよう情
報公開請求を必要と
しない閲覧制度を導
入する。

この閲覧は、令和２年
度から実施することと
し、同年度時点にお
いて書類の現存する
平成27年度以降交付
分から対象とする。

条例,
規程

政務活動費のあり方の検討事項に係る方向性（案）

検討事項

1
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